
標
準
外
航
利
用
運
送
約
款 

（
平
成
二
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
六
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
二
十
号 
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第
一
章 

総
則 

  

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
国
際
貨
物
」
と
は
、
本
邦
と
外
国
と
の
間
に
お
い
て
運
送
さ
れ
る
貨
物
を
い
う
。 

２ 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
外
航
運
送
」
と
は
、
船
舶
運
航
事
業
者
（
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
） 

第
二
条
第
二
項
の
船
舶
運
航
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。
）
の
行
う
国
際
貨
物
の
運
送
を
い
う
。 

３ 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
外
航
利
用
運
送
」
と
は
、
外
航
運
送
を
利
用
す
る
国
際
貨
物
の
運
送
を
い
う
。 

４ 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
」
と
は
、
外
航
利
用
運
送
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。 

５ 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
荷
主
」
と
は
、
運
送
品
の
荷
送
人
、
荷
受
人
又
は
こ
の
約
款
に
基
づ
い
て
発
行
さ
れ
た
船 

荷
証
券
の
所
持
人
を
い
う
。 

６ 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
運
送
品
」
と
は
、
外
航
利
用
運
送
の
委
託
を
受
け
た
国
際
貨
物
を
い
い
、
そ
の
貨
物
を
荷
主
が 

コ
ン
テ
ナ
、
パ
レ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
と
類
似
の
運
送
用
具
に
詰
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
コ
ン
テ
ナ
、
パ
レ
ッ
ト
そ
の
他 

こ
れ
ら
と
類
似
の
運
送
用
具
自
体
を
も
含
む
も
の
と
す
る
。 

７ 

こ
の
約
款
に
お
い
て
「
一
計
算
単
位
」
と
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
引
出
権
に
よ
る 

一
特
別
引
出
権
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。 

 

（
至
上
約
款
） 

第
二
条 

こ
の
約
款
は
、
国
際
海
上
物
品
運
送
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
効
力
を
有
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
千
九
百
六
十
八
年
二
月
二
十
三
日
の
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
二
十
四
年
八
月
二

十
五
日
の
船
荷
証
券
に
関
す
る
あ
る
規
則
の
統
一
の
た
め
の
国
際
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
（
以
下
「
ヘ
ー
グ
・
ヴ
ィ
ス

ビ
ー
・
ル
ー
ル
」
と
い
う
。
）
類
似
の
性
格
を
有
す
る
他
の
立
法
が
強
行
的
に
こ
の
約
款
に
基
づ
く
外
航
利
用
運
送
に
適

用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
約
款
は
、
当
該
立
法
（
以
下
「
ヘ
ー
グ･

ヴ
ィ
ス
ビ
ー･

ル
ー
ル
立
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
基
づ
い
て
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
約
款
に
は
、
国
際
海
上
物
品
運
送
法
又
は
ヘ
ー
グ･

ヴ
ィ
ス
ビ
ー･

ル
ー
ル

立
法
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

こ
の
約
款
の
規
定
が
国
際
海
上
物
品
運
送
法
、
ヘ
ー
グ･

ヴ
ィ
ス
ビ
ー･

ル
ー
ル
立
法
又
は
こ
の
約
款
に
明
示
さ
れ
て 

い
る
事
項
に
強
行
的
に
適
用
さ
れ
る
他
の
法
律
若
し
く
は
規
則
に
抵
触
す
る
と
き
は
、
当
該
規
定
は
抵
触
す
る
範
囲
で 

無
効
と
し
、
そ
れ
以
上
の
範
囲
に
は
及
ば
な
い
。 

 

（
適
用
範
囲
） 

第
三
条 

こ
の
約
款
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
荷
送
人
か
ら
運
送
品
を
受
け
取
っ
た
と
き
か
ら
、
当
該
運
送
品
を
荷
受 

人
に
引
き
渡
す
と
き
ま
で
の
外
航
利
用
運
送
（
外
航
運
送
に
係
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
行
う
も
の
を
除 

く
。
）
に
適
用
す
る
。 

 

（
準
拠
法
及
び
裁
判
管
轄
） 

第
四
条 

こ
の
約
款
に
基
づ
く
外
航
利
用
運
送
契
約
は
、
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
日
本
法
に
準
拠
し
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事 

業
者
に
対
す
る
一
切
の
訴
訟
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
本
社
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
提
訴
さ 

れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
責
任
制
限
法
等
の
適
用
） 

第
五
条 

こ
の
約
款
の
規
定
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
対
し
て
強
行
的
に
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
国
の
法
律
又
は
規
則 

に
よ
り
認
め
ら
れ
る
法
定
の
保
護
又
は
免
責
若
し
く
は
責
任
制
限
を
制
約
し
、
又
は
剥
奪
す
る
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
は 

な
ら
な
い
。 

  
 
 

第
二
章 

外
航
利
用
運
送
の
引
受
け 

  

（
運
送
指
図
書
） 

第
六
条 

荷
送
人
は
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
運
送
指
図
書
を
署
名
又
は 

記
名
押
印
の
上
、
運
送
品
一
口
ご
と
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
必
要 

な
い
と
認
め
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 
 
 

一 

運
送
品
の
種
類 

 
 
 

二 

運
送
品
の
容
積
、
重
量
又
は
包
若
し
く
は
個
品
の
数
及
び
運
送
品
の
記
号 

 
 
 

三 

荷
送
人
の
氏
名
又
は
商
号 

 
 
 

四 

荷
受
人
の
氏
名
又
は
商
号 

 
 
 

五 

作
成
地
及
び
そ
の
作
成
の
年
月
日 

 
 
 

六 

高
価
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
価
格 

 

七 

そ
の
他
外
航
利
用
運
送
に
関
す
る
必
要
な
事
項 

 

（
船
荷
証
券
の
発
行
） 

第
七
条 

荷
送
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
の
全
部
の
引
渡
し
を
受
け
た
後
に
、
次
の 

事
項
を
記
載
し
た
船
荷
証
券
を
署
名
の
上
、
交
付
す
る
。 

 
 
 

一 

運
送
品
の
種
類 

 
 
 

二 

運
送
品
の
容
積
、
重
量
又
は
包
若
し
く
は
個
品
の
数
及
び
運
送
品
の
記
号 

 
 
 

三 

外
部
か
ら
認
め
ら
れ
る
運
送
品
の
状
態 

 
 
 

四 

荷
送
人
の
氏
名
又
は
商
号 

 
 
 

五 

荷
受
人
の
氏
名
又
は
商
号 

 
 
 

六 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
氏
名
又
は
商
号 

 
 
 

七 

外
航
利
用
運
送
に
使
用
す
る
船
舶
の
名
称
及
び
国
籍 

 
 
 

八 

船
積
港
及
び
船
積
み
の
年
月
日 

 
 
 

九 

陸
揚
港 

 
 
 

十 

運
賃
及
び
料
金 

 
 
 

十
一 

数
通
の
船
荷
証
券
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
数 

 
 
 

十
二 

作
成
地
及
び
作
成
の
年
月
日 

２ 

前
項
の
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
た
運
送
品
に
関
す
る
明
細
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
荷
送
人
の
申
告
に
基
づ
く
も
の 

で
あ
り
、
荷
送
人
は
、
そ
の
申
告
し
た
明
細
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
、
そ
れ
ら
の
不
正
確
か
ら
生
じ
る
す
べ
て 

の
損
失
、
損
害
、
費
用
、
責
任
、
罰
金
及
び
科
料
に
つ
い
て
、
外
航
利
用
運
送
事
業
者
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
船
荷
証
券
の
不
実
記
載
） 

第
七
条
の
二 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
船
荷
証
券
の
記
載
が
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
も
っ
て
善
意
の
船
荷
証
券
所
持
人 

に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
混
載
及
び
コ
ン
テ
ナ
の
使
用
） 

第
八
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
特
に
反
対
の
指
図
が
書
面
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
限
り
、
運
送
品
を
他
の
荷
主 

の
運
送
品
と
積
み
合
せ
て
外
航
利
用
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
受
取
時
に
運
送
品
が
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
込
ま
れ 

て
い
な
い
場
合
に
は
、
運
送
品
を
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
て
外
航
利
用
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
運
送
方
法
と
経
路
） 

第
九
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
の
受
取
、
引
渡
し
、
保
管
、
運
送
方
法
、
運
送
経
路
又
は
積
替
え
に
関
し
て
、 

相
当
な
選
択
の
自
由
を
留
保
す
る
。 

 

（
政
府
の
命
令
等
） 

第
十
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
の
受
取
、
運
送
、
引
渡
し
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
政
府
、
国 

際
機
関
又
は
外
航
利
用
運
送
に
使
用
す
る
船
舶
に
係
る
保
険
に
基
づ
い
て
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
の
発
す
る
す
べ
て 

の
命
令
、
指
示
又
は
勧
告
に
従
う
自
由
を
有
す
る
。 

２ 

前
項
の
命
令
、
指
示
又
は
勧
告
に
従
っ
て
取
ら
れ
た
行
為
は
、
外
航
利
用
運
送
契
約
上
の
運
送
に
含
ま
れ
る
も
の
と 

み
な
さ
れ
る
。 

 

（
不
測
の
事
態
） 

第
十
一
条 

こ
の
約
款
に
基
づ
く
外
航
利
用
運
送
契
約
の
履
行
が
、
相
当
な
努
力
を
尽
く
し
て
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
障 

害
、
危
険
又
は
困
難
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
か
、
又
は
受
け
そ
う
な
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
荷 

主
に
通
知
す
る
こ
と
な
く
、
荷
主
の
利
益
の
た
め
に
、
運
送
品
の
全
部
又
は
そ
の
一
部
を
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者 

が
選
択
す
る
い
か
な
る
港
又
は
場
所
に
お
い
て
も
、
陸
揚
げ
又
は
荷
揚
げ
し
、
保
管
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ 

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
陸
揚
げ
、
荷
揚
げ
、
保
管
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
は
、
外
航
利
用
運
送
契
約
に 

基
づ
く
完
全
な
引
渡
し
及
び
外
航
利
用
運
送
契
約
の
完
全
な
履
行
と
み
な
さ
れ
、
運
送
品
に
関
す
る
外
航
利
用
運
送
契 

約
に
基
づ
く
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
責
任
は
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
外
航
利
用
運
送
の
運
賃
及
び
料
金
を
受
け
取
る
権
利
を 

有
し
、
か
つ
、
荷
主
は
、
か
か
る
港
若
し
く
は
場
所
ま
で
の
運
送
又
は
か
か
る
港
若
し
く
は
場
所
に
お
け
る
陸
揚
げ
、 

荷
揚
げ
、
保
管
そ
の
他
の
措
置
に
要
し
た
費
用
を
全
額
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 
 

（
積
付
け
） 

第
十
二
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
荷
送
人
が
特
段
の
指
示
を
し
な
い
限
り
、
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
ら
れ
た
運
送
品
を
、 

荷
送
人
に
通
告
す
る
こ
と
な
く
、
甲
板
上
に
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
す
る
こ
と
が
可
能
な
船
舶
に
甲
板
積
み
す
る
こ
と
が
で 

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
反
す
る
慣
習
が
あ
っ
て
も
、
船
荷
証
券
に
甲
板
積
み
で
あ
る
旨
の
特
別
の
記 

載
、
記
述
又
は
ス
タ
ン
プ
を
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
運
送
品
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ 

る
ヘ
ー
グ
・
ヴ
ィ
ズ
ビ
ー
・
ル
ー
ル
立
法
の
適
用
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
積
付
け
は
、
共
同
海
損
を
含
め
、
全
て
の
目 

的
の
た
め
に
艙
内
積
み
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
ら
れ
て
い
な
い
運
送
品
で
あ
っ
て
、
甲
板
積
み
で
運
送
さ 

れ
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
に
運
送
さ
れ
て
い
る
旨
が
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
運
送
品
の
不
着
、
誤
渡
し
、
滅
失
、 

損
傷
又
は
遅
延
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
過
失
又
は
船
舶
運
航
事
業
者
の
過
失
若
し
く 

は
そ
の
船
舶
の
不
堪
航
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
否
と
を
問
わ
ず
、
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
。 

 
 
 

（
生
動
物
） 

第
十
三
条 

生
動
物
の
運
送
引
受
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
受
取
、
船
積
み
、
手
入
れ
、
積
付
け
、
運
送
、
荷
卸
及
び
引
渡 

し
は
、
荷
主
の
危
険
負
担
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
と
し
、
運
送
品
の
受
取
、
運
送
及
び
保
管
の
た
め
の
船
舶
運
航
事 

業
者
の
船
舶
の
堪
航
、
準
備
、
人
員
配
置
、
装
備
及
び
補
給
状
態
に
つ
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
い
か 

な
る
保
証
又
は
約
束
も
し
な
い
。 

 
 
 

（
危
険
品
及
び
禁
制
品
） 

第
十
四
条 

危
険
性
を
有
す
る
運
送
品
は
、
そ
の
性
質
、
品
名
、
ラ
ベ
ル
の
種
類
、
分
類
、
無
害
化
の
方
法
並
び
に
荷
主
の
氏 

名
及
び
住
所
を
あ
ら
か
じ
め
書
面
に
よ
り
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
申
告
し
、
危
険
品
の
性
質
を
包
装
の
表
面
に 

明
示
し
な
い
限
り
、
そ
の
運
送
を
引
き
受
け
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
荷
送
人
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者 

が
そ
の
運
送
に
同
意
す
る
旨
の
特
別
の
積
付
指
図
書
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

運
送
品
が
引
火
性
、
爆
発
性
、
有
害
性
又
は
危
険
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
外
航 

貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
了
知
し
、
同
意
し
て
受
け
取
ら
れ
た
と
き
で
も
、
運
送
品
が
、
い
か
な
る
運
送
手
段
又
は 

他
の
財
産
の
全
部
又
は
そ
の
一
部
に
対
し
て
危
険
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
い
か
な
る
場
所 

に
お
い
て
も
、
荷
主
に
賠
償
す
る
こ
と
な
く
陸
揚
げ
し
、
投
貨
し
、
破
壊
し
又
は
無
害
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、 

そ
れ
ら
の
処
分
の
た
め
に
要
し
た
諸
費
用
は
、
荷
主
の
負
担
と
す
る
。 

３ 

運
送
品
が
有
害
と
な
り
、
腐
敗
し
、
加
害
性
若
し
く
は
不
快
性
を
有
し
、
こ
れ
以
上
運
送
若
し
く
は
保
管
を
継 

続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
、
人
体
若
し
く
は
他
の
財
産
に
危
険
を
及
ぼ
す
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
公
的
機
関 

に
よ
っ
て
収
容
若
し
く
は
廃
棄
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
、
運
送
品
が
禁
制
品
で
あ
る
場
合
又
は
船
積
港
、
陸
揚
港
、
寄 

港
地
若
し
く
は
運
送
中
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
け
る
法
律
若
し
く
は
規
則
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る 

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
運
送
品
は
、
通
告
な
し
に
、
直
ち
に
、
投
荷
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
、
陸
揚
げ
さ
れ
、
返
送
さ
れ
、 

保
管
さ
れ
、
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
揚
荷
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
費
用
と
危
険
は
、
荷
主
の
負
担
と
し
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
責
任
は
、 

そ
の
と
き
を
も
っ
て
終
了
し
、
い
か
な
る
滅
失
又
は
損
傷
に
対
し
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
。 

４ 

荷
主
は
、
荷
主
の
無
申
告
若
し
く
は
不
正
確
な
申
告
又
は
不
適
当
な
荷
造
り
に
よ
り
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業 

者
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 
 

（
冷
凍
を
要
す
る
運
送
品
） 

第
十
五
条 

冷
凍
を
要
す
る
運
送
品
に
つ
い
て
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
荷
主
と
の
間
で
事
前
に
書
面
に
よ
る
協
定 

が
締
結
さ
れ
、
か
つ
、
割
増
運
賃
支
払
の
契
約
が
な
さ
れ
な
い
限
り
引
き
受
け
ら
れ
な
い
。 

２ 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
冷
凍
を
要
す
る
運
送
品
を
特
別
な
注
意
の
下
で
運
送
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
き 

は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
冷
凍
設
備
の
装
置
維
持
に
相
当
な
注
意
を
尽
く
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
冷
凍
設
備
の
隠
さ
れ
た
欠
陥
、
故
障
、
破
損
、
停
止
又
は
性
能
低
下
に 

よ
っ
て
生
じ
た
い
か
な
る
種
類
の
運
送
品
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
。 

 
 
 

（
高
価
品
） 

第
十
六
条 

白
金
、
金
、
銀
、
宝
石
、
貴
金
属
、
放
射
性
物
質
、
高
価
な
化
学
物
質
、
金
銀
塊
、
正
金
、
通
貨
、
流
通
証
券
、 

 
 
 
 

有
価
証
券
、
文
書
、
証
書
、
絵
画
、
刺
繍
品
、
芸
術
作
品
、
骨
董
品
、
相
続
財
産
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
蒐
集
品
又
は
荷 

主
に
の
み
特
別
な
価
値
の
あ
る
物
品
を
含
め
た
す
べ
て
の
高
価
品
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
真
実
の
性 

質
及
び
価
値
が
運
送
品
の
受
取
に
先
立
っ
て
、
荷
送
人
に
よ
り
書
面
で
通
告
さ
れ
、
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
、 

そ
れ
に
つ
い
て
の
従
価
運
賃
が
前
払
い
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
一
切
の
責
任
を 

負
わ
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。 

一 

外
航
利
用
運
送
契
約
の
締
結
の
当
時
、
運
送
品
が
高
価
品
で
あ
る
こ
と
を
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
知
っ
て 

い
た
と
き
。 

二 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
高
価
品
の
滅
失
又
は
損
傷
が
生
じ
た
と
き
。 

 
 
 

（
重
量
物
） 

第
十
七
条 

一
個
又
は
一
包
当
た
り
の
総
重
量
が
一
メ
ト
リ
ッ
ク
ト
ン
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
重
量
物
は
、
外
航
貨
物
利 

 
 
 

用
運
送
事
業
者
に
よ
る
受
取
の
前
に
、
荷
送
人
に
よ
り
書
面
で
通
告
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
運
送
品
又
は
包
の
外
面
に
縦 

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
文
字
と
数
字
で
明
瞭
に
、
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

荷
送
人
が
前
項
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
の
滅
失
又
は 

損
傷
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
ず
、
荷
送
人
は
、
自
己
の
違
反
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
切
の
財
産
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷 

又
は
人
身
の
障
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
、
当
該
違
反
の
結
果
と
し
て
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
被
っ
た
損
失 

又
は
責
任
に
対
し
て
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

（
自
動
車
そ
の
他
の
無
包
装
運
送
品
） 

第
十
八
条 

自
動
車
、
鉄
道
車
両
、
ト
ラ
ク
タ
、
機
械
そ
の
他
の
無
包
装
運
送
品
に
つ
い
て
の
外
観
上
良
好
で
あ
る
旨
の
船
荷 

証
券
上
の
記
載
は
、
こ
れ
ら
の
運
送
品
が
受
け
取
ら
れ
た
と
き
に
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
し
て
な
す
べ
き
通 

常
の
注
意
を
も
っ
て
し
て
も
発
見
で
き
な
い
曲
損
、
凹
損
、
掻
き
傷
、
穴
、
切
り
傷
及
び
打
撲
傷
が
な
か
っ
た
こ
と
を 

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
当
該
運
送
品
に
生
じ
た
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
は
、 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
責
任
を
負
わ
な
い
。 

 
 
 

（
鉄
、
鋼
鉄
及
び
金
属
製
品
） 

第
十
九
条 

鉄
、
鉄
鋼
及
び
金
属
製
品
の
表
面
の
錆
、
酸
化
、
湿
気
そ
の
他
類
似
の
状
態
は
、
損
害
の
状
態
で
は
な
く
、
運

送
品
の
性
質
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
外
観
上
良
好
な
状
態
で
運
送
品
を
受
け

取
っ
た
こ
と
の
容
認
は
、
運
送
品
が
受
け
取
ら
れ
た
と
き
に
、
明
ら
か
に
錆
、
酸
化
、
湿
気
そ
の
他
類
似
の
状
態
が
な

か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

  
 
 
 
 
 
 

第
三
章 

運
送
品
の
引
渡
し 

 

 

（
引
渡
し
） 

第
二
十
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
荷
主
に
対
し
て
運
送
品
の
受
取
を
要
求
で
き
る
時
と
場
所
に
お
い
て
、
荷
主
が
運 

送
品
又
は
そ
の
一
部
を
受
け
取
ら
な
い
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
又
は
そ
の
一
部
を
荷
主 

の
負
担
に
よ
り
倉
庫
事
業
者
に
保
管
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
運
送
品
に
対
す
る
外
航
貨
物
利 

用
運
送
事
業
者
の
責
任
は
、
完
全
に
終
了
す
る
も
の
と
し
、
保
管
に
要
す
る
費
用
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の 

請
求
に
基
づ
い
て
直
ち
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

（
記
号
に
よ
る
引
渡
し
） 

第
二
十
一
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
受
け
取
る
前
に
、
荷
送
人
に
よ
っ
て
運
送
品
、
包
又
は
容
器
に
縦
五
セ
ン
チ
メ 

ー
ト
ル
以
上
の
文
字
と
数
字
に
よ
り
記
号
が
陸
揚
港
と
と
も
に
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
ス
タ
ン
プ
さ
れ
又 

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
記
号
に
よ
る
引
渡
し
の
不
履
行
又
は
遅
延
に
つ
い
て 

責
任
を
負
わ
な
い
。 

２ 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
主
記
号
以
外
の
記
号
に
よ
る
引
渡
し
に
つ
い
て
、
責
任 

を
負
わ
な
い
。 

３ 

荷
主
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
対
し
運
送
品
、
包
又
は
容
器
の
記
号
が
船
荷
証
券
に
記
載
さ
れ
た
記
号
と 

一
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
陸
揚
港
で
効
力
を
有
す
る
す
べ
て
の
法
令
及
び
規
則
に
全
面
的
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
保 

証
し
、
そ
の
不
正
確
又
は
不
完
全
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
失
、
損
害
、
罰
金
又
は
科
料
に
つ
い
て
、
外
航
貨
物
利
用 

運
送
事
業
者
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

記
号
及
び
数
字
に
よ
り
区
別
で
き
な
い
運
送
品
、
荷
粉
、
残
液
そ
の
他
の
仕
分
け
ら
れ
な
い
未
引
取
運
送
品
は
、
同 

種
の
運
送
品
の
各
荷
主
に
対
す
る
引
渡
し
を
完
了
さ
せ
る
た
め
に
、
外
観
の
不
足
、
重
量
の
不
足
又
は
損
傷
の
割
合
に 

応
じ
て
按
分
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該
運
送
品
の
全
部
又
は
一
部
は
、
全
面
的
か
つ
完
全
な
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
も
の 

と
す
る
。 

（
特
殊
な
引
渡
し
） 

第
二
十
二
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
よ
り
受
け
取
ら
れ
た
運
送
品
が
、
荷
主
に
よ
っ
て
そ
の
中
身
が
詰
め
ら
れ
た

コ
ン
テ
ナ
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
船
荷
証
券
の
表
面
に
記
載
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
の
合

計
数
の
引
渡
し
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
絶
対
的
裁
量
に
よ
り
、
か

つ
、
コ
ン
テ
ナ
の
開
扉
時
に
発
見
さ
れ
た
運
送
品
の
不
足
、
滅
失
、
損
傷
又
は
不
一
致
に
つ
い
て
、
一
切
責
任
を
負

わ
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
コ
ン
テ
ナ
を
開
扉
し
、
そ
の
中
身
を
包
又
は
個
品
の
商
号
、
記
号
、
番
号
、
サ
イ
ズ
又
は

タ
イ
プ
に
よ
り
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

運
送
品
が
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
よ
り
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業 

者
は
、
コ
ン
テ
ナ
を
開
扉
し
て
、
そ
の
中
身
を
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の 

絶
対
的
裁
量
に
よ
り
、
か
つ
、
荷
主
と
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
間
の
事
前
の
協
定
に
よ
り
運
送
品
を
コ
ン 

テ
ナ
に
詰
め
ら
れ
た
状
態
で
荷
主
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業 

者
に
よ
り
封
印
に
異
常
が
な
い
状
態
で
コ
ン
テ
ナ
が
引
き
渡
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
引
渡
し
は
、
外
航
貨
物
利
用 

運
送
事
業
者
の
義
務
の
全
面
的
か
つ
完
全
な
履
行
と
み
な
さ
れ
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
中 

身
の
滅
失
又
は
損
傷
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
。 



 
 

 
 
 
 
 

第
四
章 

運
賃
・
料
金 

 
（
運
賃
・
料
金
） 

第
二
十
三
条 
外
航
利
用
運
送
契
約
に
基
づ
く
陸
揚
港
ま
で
の
運
賃
の
全
額
は
、
当
該
運
賃
が
前
払
又
は
後
払
で
あ
る
こ
と
を
問

わ
ず
、
運
送
品
が
受
け
と
ら
れ
た
と
き
に
完
全
に
取
得
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
ま
た
、
運
送
品
に
係
る
諸
料
金
は
、
発

生
次
第
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
運
賃
及
び
料
金
に
つ
い
て
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
た
と
否
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
請 

求
権
を
有
す
る
も
の
と
し
、
い
か
な
る
状
況
の
下
に
お
い
て
も
、
運
送
品
を
運
送
す
る
船
舶
又
は
運
送
品
が
滅
失
し
た
と 

否
と
を
問
わ
ず
、
航
海
又
は
外
航
利
用
運
送
の
変
更
、
中
止
、
不
達
成
又
は
放
棄
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら 

の
運
賃
及
び
料
金
を
収
受
し
、
留
保
す
る
権
利
を
有
す
る
。
荷
主
は
、
運
賃
及
び
料
金
を
控
除
、
反
対
請
求
又
は
相
殺
す 

る
こ
と
な
く
、
現
金
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

荷
主
は
、
荷
造
り
の
不
完
全
又
は
免
責
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
荷
造
り
の
修
理
、
袋
詰
め
、
手
直
し
又
は
詰
替
え
に
要 

す
る
諸
費
用
及
び
消
毒
、
保
全
、
管
理
、
占
有
の
回
復
そ
の
他
の
運
送
品
の
利
益
の
た
め
に
行
う
措
置
に
よ
っ
て
発
生
し 

た
諸
費
用
に
つ
い
て
支
払
責
任
を
負
う
。 

４ 

運
賃
額
、
運
送
品
の
重
量
又
は
運
送
品
を
運
送
す
る
船
舶
の
ト
ン
数
等
を
基
礎
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
す
べ
て
の
公
租
、 

公
課
及
び
税
金
は
、
荷
主
の
負
担
と
す
る
。 

５ 

荷
主
は
、
税
関
の
規
則
に
違
反
し
た
こ
と
、
運
送
品
の
輸
出
入
が
禁
止
さ
れ
、
拒
否
さ
れ
若
し
く
は
不
許
可
と
な
り
、 

又
は
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
船
積
み
に
遅
延
し
た
こ
と
に
よ
り
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
被
る
運
送
品
に
つ
い 

て
生
ず
る
す
べ
て
の
罰
金
及
び
損
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

（
運
賃
着
払
） 

 

第
二
十
四
条 

運
賃
着
払
に
よ
り
運
送
品
が
外
航
利
用
運
送
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
荷
受
人
が
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用 

の
支
払
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
荷
送
人
が
こ
れ
を
支
払
う
も
の
と 

し
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
費
用
が
正
当
に
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
当
該
運
送
品
を
引
き
渡
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

  
 
 
 
 

第
五
章 

責
任 

  
 
 

（
責
任
） 

第
二
十
五
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
自
己
又
は
外
航
利
用
運
送
の
た
め
使
用
す
る
者
が
運
送
品
の
受
取
、
船
積
み
、 

積
付
け
、
運
送
、
保
管
、
荷
揚
げ
及
び
引
渡
し
に
つ
い
て
注
意
を
尽
く
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送 

品
の
滅
失
、
損
傷
又
は
延
着
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
及
び
当 

該
滅
失
又
は
損
傷
が
当
該
事
由
に
よ
り
通
常
生
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
証
明
し 

た
と
き
は
、
前
項
の
責
任
を
免
れ
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
注
意
が
尽
く
さ
れ
た
な
ら
滅
失
又
は
損
傷
が
生
じ
な
か
っ
た 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
注
意
が
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 
 
 
 

一 

海
上
そ
の
他
可
航
水
域
に
特
有
の
危
険 

 
 
 
 

二 

天
災 

 
 
 
 

三 

戦
争
、
暴
動
又
は
内
乱 

 
 
 
 

四 

海
賊
行
為
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為 

 
 
 
 

五 

裁
判
上
の
差
押
、
検
疫
上
の
制
限
そ
の
他
公
権
力
に
よ
る
処
分 

 
 
 
 

六 

荷
送
人
若
し
く
は
運
送
品
の
所
有
者
又
は
そ
の
使
用
す
る
者
の
行
為 

 
 
 
 

七 

同
盟
罷
業
、
怠
業
、
作
業
所
閉
鎖
そ
の
他
の
争
議
行
為 

 
 
 
 

八 

海
上
に
お
け
る
人
命
若
し
く
は
財
産
の
救
助
行
為
又
は
そ
の
た
め
に
す
る
離
路 

 
 
 
 

九 

運
送
品
の
特
殊
な
性
質
又
は
隠
れ
た
欠
陥 

 
 
 
 

十 

運
送
品
の
荷
造
り
又
は
記
号
の
表
示
の
不
完
全 

 
 
 
 

十
一 

起
重
機
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
施
設
の
隠
れ
た
欠
陥 

 
 
 

（
責
任
の
制
限
） 

第
二
十
六
条 

運
送
品
に
関
す
る
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
責
任
は
、
一
包
又
は
一
単
位
に
つ
き
、
一
計
算
単
位
の
六
百
六 

十
六
・
六
七
倍
の
金
額
又
は
滅
失
、
損
傷
若
し
く
は
延
着
に
係
る
運
送
品
の
総
重
量
に
つ
い
て
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き 

一
計
算
単
位
の
二
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
多
い
金
額
を
限
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
送
品
受
取
前 

に
こ
の
金
額
よ
り
高
額
の
運
送
品
の
価
額
が
荷
送
人
に
よ
り
書
面
で
通
告
さ
れ
、
そ
れ
が
運
送
品
の
種
類
と
も
に
、
船 

荷
証
券
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
従
価
料
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

２ 

前
項
の
一
計
算
単
位
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
運
送
品
に
関
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
日
に
お
い
て
公
表
さ 

れ
て
い
る
最
終
の
も
の
と
す
る
。 

３ 

一
包
又
は
一
単
位
当
た
り
の
運
送
品
の
実
価
額
が
通
告
価
額
を
上
回
る
場
合
で
も
、
通
告
価
額
が
価
額
と
み
な
れ
、 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
責
任
は
、
通
告
価
額
を
超
え
な
い
。 

４ 

通
告
価
額
が
実
価
額
を
著
し
く
超
え
る
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
。 

５ 

運
送
品
の
一
部
滅
失
又
は
損
傷
の
場
合
に
は
、
通
告
価
額
を
基
準
と
し
て
、
按
分
計
算
さ
れ
る
。 

６ 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
責
任
を
負
う
す
べ
て
の
運
送
品
に
関
す
る
損
害
賠
償
の
額
は
、
荷
揚
げ
さ
れ
る
べ
き 

地
及
び
時
に
お
け
る
運
送
品
の
市
場
価
格
（
取
引
所
の
相
場
の
あ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
場
）
に
よ
っ
て
定
め 

る
。
た
だ
し
、
市
場
価
格
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
地
及
び
時
に
お
け
る
同
種
類
で
同
一
の
品
質
の
物
品
の
正
常
な
価
格 

に
よ
っ
て
定
め
る
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
期
待
利
益
の
喪
失
又
は
間
接
損
害
に
つ 

い
て
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。 

７ 

コ
ン
テ
ナ
、
パ
レ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
と
類
似
の
運
送
用
具
が
、
運
送
品
を
統
合
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
場
合
は
、 

運
送
用
具
に
詰
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
船
荷
証
券
上
に
運
送
品
の
数
量
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
包
又
は
単
位
の
数 

は
、
本
条
の
適
用
上
、
包
又
は
単
位
の
数
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
船
荷
証
券
上
に
そ
の
よ
う
な
表
示
が
な
い
場
合 

は
、
運
送
用
具
の
数
が
包
又
は
単
位
の
数
と
解
さ
れ
る
。 

 
 
 

（
損
害
賠
償
の
額
及
び
責
任
の
制
限
の
特
例
） 

第
二
十
六
条
の
二 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
に
関
す
る
損
害
が
、
自
己
の
故
意
に
よ
り
、
又
は
損
害
の
発
生
の 

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
し
た
自
己
の
無
謀
な
行
為
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
条
（
第
項 

た
だ
し
書
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
切 

の
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
を
負
う
。 

 
 
 

（
抗
弁
） 

第
二
十
七
条 

こ
の
約
款
に
定
め
る
抗
弁
及
び
責
任
制
限
は
、
訴
訟
が
契
約
上
又
は
不
法
行
為
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た 

も
の
で
あ
っ
て
も
、
運
送
品
の
滅
失
、
損
傷
又
は
延
着
に
つ
い
て
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
い 

か
な
る
訴
訟
に
も
適
用
さ
れ
る
。 

 
 
 

（
使
用
人
、
代
理
人
及
び
そ
の
他
の
者
の
責
任
） 

第
二
十
八
条 

こ
の
約
款
に
よ
っ
て
証
さ
れ
る
外
航
利
用
運
送
契
約
の
履
行
の
た
め
に
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
使
用
す 

る
使
用
人
、
代
理
人
ま
た
は
す
べ
て
の
下
請
人
若
し
く
は
独
立
請
負
人
を
含
む
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
運
送
品
の
滅 

失
、
損
傷
又
は
延
着
に
つ
い
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
使
用
人
、
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者
は
、 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
こ
の
約
款
の
も
と
で
行
使
で
き
る
抗
弁
及
び
責
任
制
限
を
援
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
及
び
そ
の
使
用
人
、
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者
か
ら
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
総
額
は
、 

い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
約
款
に
規
定
さ
れ
る
制
限
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
運
送
品
に
関
す
る
損
害
が
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
使
用
人
、
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者 

の
故
意
に
よ
り
、
又
は
損
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
し
た
そ
れ
ら
の
者
の
無
謀
な
行
為
に
よ 

り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

荷
主
が
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
使
用
人
、
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
行
っ
て
賠
償
請
求
に
関
し
、 

そ
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
者
が
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
求
償
す
る
で
あ
ろ
う
請
求
に
対
し
て
、
荷
主
は
、
外
航 

貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
  

（
損
害
の
通
知
と
出
訴
期
間
） 

第
二
十
九
条 

運
送
品
の
一
部
滅
失
又
は
損
傷
が
あ
っ
た
と
き
は
、
陸
揚
港
に
お
け
る
運
送
品
の
引
渡
し
の
際
（
滅
失
又
は
損
傷 

が
直
ち
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
引
渡
後
三
日
以
内
）
に
、
そ
の
滅
失
又
は
損 

傷
の
概
況
に
つ
き
書
面
に
よ
る
通
知
が
な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
品
は
、
滅
失
又
は
損
傷
が
な
く
引
き
渡
さ
れ 

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

２ 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
の
引
渡
後
又
は
引
き
渡
す
べ
き
で
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
訴
訟
が
提 

起
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
こ
の
約
款
の
下
で
の
す
べ
て
の
責
任
を
免
れ
る
。 

３ 

前
項
の
期
間
は
、
運
送
品
に
関
す
る
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、
合
意
に
よ
り
、
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 

第
六
章 

荷
主
の
責
任 

  
    

 

（
荷
主
が
詰
め
た
コ
ン
テ
ナ
） 

第
三
十
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
受
け
取
っ
た
運
送
品
が
、
荷
主
に
よ
っ
て
そ
の
中
身
が
詰
め
ら
れ
て
コ
ン
テ
ナ
で
あ 

る
場
合
に
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
中
身
の
状
態
及
び
明
細
に
つ
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
一
切
責
任
を
負
わ 

な
い
。 

２ 

荷
主
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
中
身
の
積
付
け
並
び
に
そ
の
閉
扉
及
び
封
印
が
確
実
で
適
切
で
あ
る
こ
と
並
び
に
コ
ン
テ
ナ 

及
び
そ
の
中
身
が
こ
の
約
款
の
条
項
に
従
っ
た
取
扱
及
び
運
送
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
担
保
す
る
も
の
と
す
る
。
荷
主 

に
担
保
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
当
該
違
反
か
ら
生
じ
る
運
送
品
の
滅
失
又
は
損 

傷
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
。 

 
 
 
 
  

（
運
送
品
の
検
査
） 

第
三
十
一
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
、
な
ん
ら
義
務
を
負
う
こ
と
な
く
、
い
つ
で
も
コ
ン
テ

ナ
を
開
扉
し
、
中
身
を
検
査
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
費
用
は
、
荷
主
が
負
担
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

コ
ン
テ
ナ
の
中
身
の
検
査
の
た
め
に
、
コ
ン
テ
ナ
の
封
印
が
税
関
そ
の
他
の
官
憲
に
よ
り
開
封
さ
れ
た
場
合
に
は
、 

外
交
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
滅
失
、
損
傷
、
費
用
そ
の
他
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
わ 

な
い
。 

 
 
   

 

（
運
送
品
に
関
す
る
規
則
） 

第
三
十
二
条 

荷
主
は
、
税
関
、
港
湾
局
そ
の
他
の
公
的
機
関
の
す
べ
て
の
規
則
及
び
用
件
を
尊
守
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、 

そ
れ
ら
の
規
則
及
び
要
件
の
た
め
に
、
又
は
運
送
品
に
つ
い
て
の
違
法
、
不
正
確
若
し
く
は
不
十
分
な
記
号
、
番
号
若 

し
く
は
宛
先
の
記
載
の
た
め
に
課
せ
ら
れ
た
関
税
、
税
金
、
罰
金
、
賦
課
金
、
費
用
等
を
負
担
し
、
か
つ
、
外
航
貨
物 

利
用
運
送
事
業
者
が
被
っ
た
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  
   

 

（
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
コ
ン
テ
ナ
） 

第
三
十
三
条 

荷
主
は
、
自
己
、
そ
の
代
理
人
又
は
自
己
の
た
め
に
使
用
す
る
内
陸
運
送
人
の
占
有
下
又
は
管
理
下
に
お
い
て 

発
生
し
た
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
荷
主
の
た
め
に
提
供
又
は
手
配
し
た
コ
ン
テ
ナ
そ
の
他
の
機
器
の
滅
失
又 

は
損
傷
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
い
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
荷
主
、
そ
の
代
理
人
又
は
荷
主
が
使
用
す
る
内
陸
運
送
人
の
取
扱
中
又
は
占
有
下 

若
し
く
は
管
理
下
に
お
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
の
コ
ン
テ
ナ
又
は
そ
の
中
身
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
第
三
者 

の
財
物
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
又
は
第
三
者
の
傷
害
に
対
し
て
、
い
か
な
る
場
合
も
責
任
を
負
わ
ず
、
こ
れ
ら
に
つ
い 

て
荷
主
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
に
補
償
し
、
そ
の
損
害
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
荷
主
は
、
前
項 

の
コ
ン
テ
ナ
そ
の
他
の
機
器
を
そ
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
期
日
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
、
正
常
か
つ
汚
損
ま
た
は
塵
芥 

の
な
い
状
態
で
返
却
す
る
責
任
を
有
し
、
こ
れ
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
被
っ
た
費
用
を 

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 
 

第
七
章 

そ
の
他 

  
 
    

  

（
共
同
海
損
） 

第
三
十
四
条 

荷
主
は
、
海
上
で
の
国
際
貨
物
の
運
送
中
又
は
こ
れ
に
関
し
て
、
共
同
海
損
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と 

を
認
め
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
共
同
海
損
の
精
算
の
た
め
に
、
千
九
百
九
十
年
に
修
正
さ
れ
た
千
九
百
七
十
四
年 

ヨ
ー
ク
・
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
規
則
に
従
い
決
定
さ
れ
る
国
際
貨
物
か
ら
支
払
わ
れ
る
分
担
金
を
提
出
す
る
こ
と
を
約
す 

る
。 

 
  
   

  

（
双
方
過
失
衝
突
約
款
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ェ
イ
ソ
ン
約
款
） 

第
三
十
五
条 

船
舶
運
航
事
業
者
又
は
船
主
に
よ
っ
て
当
該
運
送
品
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
船
荷
証
券
に
規
定
さ
れ
た
双
方 

過
失
衝
突
約
款
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ェ
イ
ソ
ン
約
款
は
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
こ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る 

も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
こ
の
約
款
に
摂
取
さ
れ
そ
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

 
  
   

  

（
保
険
） 

第
三
十
六
条 

外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
は
、
運
送
品
の
滅
失
、
損
傷
、
火
災
、
盗
難
そ
の
他
の
危
険
に
つ
い
て
荷
主
が 

保
険
金
額
及
び
付
保
さ
れ
る
べ
き
危
険
を
明
示
し
て
、
書
面
に
よ
り
付
保
の
指
図
を
し
た
場
合
の
み
、
荷
主
の
費
用 

と
危
険
の
負
担
に
お
い
て
、
外
航
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
が
選
択
す
る
保
険
会
社
と
の
間
に
保
険
契
約
を
締
結
す
る
。 



 

 

 

【第二種利用運送事業・外航】 

 

利用運送事業の種別 第二種貨物利用運送事業者 

利用運送機関の種類 外航海運 

利用運送の区域 

又は区間 

国内 海外 

東京港 

東アジア・東南アジア 

横浜港 

名古屋港 

大阪港 

神戸港 

その他地方港 

貨物の集配の拠点 

営業所名 住所 

本社 海外事業部 大阪府大阪市西区阿波座一丁目5 番 16 号 

大阪支店 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目5 番 100 号 

浦安物流センターⅠ 千葉県浦安市千鳥10 番地 29 

相模原物流センター 神奈川県相模原市中央区田名塩田一丁目3 番 8 号 

三重支店 三重県三重郡菰野町竹成字雁沢 3475－1 

福岡支店 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目8 番 1 号 

業務の範囲 一般事業 

 




